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同一労働同一賃金の取組について

リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法の概要」

本日はリーフレットを抜粋してご説明いたします。

リーフレットはＰＤＦ形式でダウンロードいただけるほか、石川労働局 雇用環境・均等室に在庫がある

場合はお渡しすることも可能です。
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パートタイム・有期雇用労働法における同一労働同一賃金の取組について

パートタイム・有期雇用労働法の対象労働者について（参照：「パートタイム・有期雇用労働法の概要」３ページ）
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説明事項の概要（参照：「パートタイム・有期雇用労働法の概要」）

第8条 不合理な待遇の禁止

パートタイム・有期雇用労働者のあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けてはなりません

同一労働同一賃金のガイドラインに原則的な考え方や具体例が定められています

第９条 通常の労働者と同視すべきパートタイム・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止

正社員と同視すべきパートタイム・有期雇用労働者は、

すべての待遇について差別的取扱いを禁止されています

第14条 事業主が講ずる措置の内容等の説明

第1項 （雇入れ時 6項目）
雇用管理の改善措置の内容を説明してください

第2項（求めがあった時 9項目）
通常の労働者との待遇の相違の内容・理由や待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してく
ださい
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「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要 （参照：「パートタイム・有期雇用労働法の概要」７ページ～９ページ）

正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、待遇差が存在する場

合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なもの

でないのか、原則となる考え方及び具体例を示したものです。

原則となる考え方が示されていない待遇や具体例に該当しない場合について

は、各社の労使で個別具体の事情に応じて議論していくことが望まれます。



基本給

• 労働者の能力又は経験に
応じて支払うもの

• 業績又は成果に応じて支
払うもの

• 勤続年数に応じて支払う
もの

実態に違いがなければ同
一の支給
実態に違いがあれば違い
に応じた支給

賞与

• 会社の業績等への労働者
の貢献に応じて支給する
もの

同一の貢献には同一の支
給
貢献に違いがあれば違い
に応じた支給

通勤手当

通常の労働者とパートタ
イム・有期雇用労働者と
で同一の支給を行うこと
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「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要 （参照：「パートタイム・有期雇用労働法の概要」７ページ～９ページ）
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「事業主が講ずる措置の内容等の説明」 （参照：「パートタイム・有期雇用労働法の概要」14ページ・15ページ）

14条第1項 雇入れ時

（6項目）

• （第８条）
不合理な待遇の禁止

• （第９条）
通常の労働者と同視すべきパートタイム・有期雇
用労働者に対する差別的取扱いの禁止

• （第10条）
賃金

• （第11条）
教育訓練

• （第12条）
福利厚生施設

• （第13条）
通常の労働者への転換

14条第2項 説明を求められたとき

（9項目）

• 14条第1項に定める6項目

• 通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び
理由

• （第６条）
労働条件に関する文書の交付等

• （第７条）
就業規則の作成手続



• 石川労働局公式ホームページ
「労働契約法関連（無期転換ルール・第2種計画認定申請など）」

• 無期転換ルールハンドブック
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労働契約法及びその特例

リーフレット「無期転換ルールハンドブック」・石川労働局公式ホームページのご案内

本日はリーフレットを抜粋してご説明いたします。

リーフレットはＰＤＦ形式でダウンロードいただけるほか、石川労働局 雇用環境・均等室に在庫がある

場合はお渡しすることも可能です。
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労働契約法における「無期転換ルール」について（参照：無期転換ルールハンドブック）

• 有期労働契約が同一の使用者との間で通算５年を超えて更新された場合

有期契約労働者の申込みにより、

申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から、無期労働契約に転換されます。

2024年
4月1日

2020年
4月1日

202１年
4月1日

2022年
4月1日

2023年
4月1日

2025年
4月1日

2026年
4月1日
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第2種計画認定について（参照：無期転換ルールハンドブック）

• 定年に達した後、引き続き当該事業主に雇用されている有期契約労働者の場合

会社が労働局長の認定を受けることにより、

定年後引き続き雇用されている期間、無期転換申込権が発生しません。
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石川働き方改革推進支援センターのご案内（厚生労働省委託事業）

同一労働同一賃金への対応についてお困りでしたら、ぜひ石川働き方改革推進支援センターをご活用ください。

０１２０－３１９－３３９

訪問コンサルティングのお申し込みはこちらから
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アンケートにご協力ください

本日の雇用環境・均等部室から説明を受けた内容について、アンケート回答フォームに入力をお願いします。

ご回答内容は、厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課及び労働局においてのみ活用し、外部に公表

されることはありません。

回答フォーム

厚生労働省ウェブサイトにも回答フォームを掲載しております
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